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2025Ｌゼミ 問題（特実５） 

 

［特実］ 

 

2022 年１月４日、明細書に発明ａ１を記載し、請求の範囲に発明ａ１の上位概念である「発明

Ａ」を記載した国際出願Ｘが、日本国を指定国から除外しないで外国で行われた（特許法第 184

条の３第１項の規定により特許出願とみなされた国際出願Ｘを「外国語特許出願Ｘ」という。な

お、外国語特許出願Ｘは特許法上の記載要件をすべて満たしているものとする。）。国際出願Ｘの

出願人には甲が含まれている。国際出願Ｘは、2023 年７月 15 日、国際公開された。 

そして、2024 年６月１日、外国語特許出願Ｘについて特許法の規定にしたがった翻訳文が提出

され、適法に国内移行手続を完了した。さらに、外国語特許出願Ｘは、2024 年７月２日、出願審

査の請求がなされると同時に、発明Ａの下位概念である発明ａ２を明細書に追加する補正（「補正

１」という。）がなされた。 

一方、乙は、2022 年 11 月１日、明細書に発明ａ１及びａ２を記載し、特許請求の範囲に、請

求項１として「発明ａ１」を、請求項２として「発明ａ２」をそれぞれ記載した特許出願Ｙを行

い、2025 年１月 10日、出願審査の請求をした。 

以上を前提とし、以下の各設問に答えよ。ただし、各設問で明示した場合を除き、いかなる補

正、出願名義人の変更、特許を受ける権利の移転もされていないものとし、かつ、乙は甲と無関

係に発明を完成させたものとする。 

 

１．甲は電子部品の製造販売を行う国内法人である。甲は勤務規則により従業者がした職務発明

については、あらかじめ甲に特許を受ける権利を取得させることを定めている。甲の従業者イ

は、所属する開発部の上司ロから電子部品の開発の指示を受け、個人発明家ハの発案した発明

Ａに係る電子部品を、個人発明家ハと意見交換を重ねつつ開発した。 

 

(1) 従業者イ、上司ロ、個人発明家ハがそれぞれ発明者となるか否か、その判断基準を言及し

つつ説明せよ。 

 

(2) 仮に従業者イが発明者であった場合、発明Ａは甲の職務発明となるか説明せよ。 

 

(3) 仮に従業者イが発明者であった場合、甲は特許を受ける権利を有するか否か説明した上で、

その根拠条文の趣旨について説明せよ。 

 

２．特許出願Ｙは、外国語特許出願Ｘを引用例として特許法第 29条の２により拒絶されるべきも

のか、説明せよ。 

 

（次頁に続く） 
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３．外国語特許出願Ｘについて、１回目の拒絶理由が通知された。 

 

(1) 当該拒絶理由通知で通知されたと考えられる拒絶理由について説明せよ。また、当該拒絶

理由を解消するためにいかなる措置をすべきか述べよ。なお、出願人については適法に願書

に記載されているものとする。 

 

(2) 甲は、上述の措置を単独で行うことができるか、外国語特許出願Ｘの特許を受ける権利に

ついて言及しつつ、説明せよ。 

 

【１００点】 

 

問 題

…

Lゼミ教材は、過去問とLゼミ専用教材である新作の応用
問題で構成されます。
過去問と併せて学習することで、学習効果が向上します。

Lゼミ使用教材　※画像は昨年Ｌゼミで使用した教材のサンプルです

L ゼミの教材制作を統括する
芦田講師が、
教材の注目ポイントを
動画で解説！

過去問

Lゼミ専用教材

平成25年度本試は、抽象的に共同発明の説明を行えば
足りるのに対し、Ｌゼミではイ・ロ・ハと三人の人物を設定
し、事例に則したより具体的な認定を行うことを求めて
います。本試験が基本問題だとすると、Lゼミは演習用の
応用問題の位置づけとなっています。

職務発明と共同発明の論点は相性がよく、平
成25年の他、平成30年度本試験でもセットで
出題されています。職務発明と共同発明が組
み合わされた問題では「特許を受ける権利が
誰に属するのか」という点がポイントになりま
す。共同発明であれば特許を受ける権利は共
有となり、さらに35条３項の定めにより持分が
使用者に原始帰属するなど、事案に基づき特
許を受ける権利の帰属の認定が求められます。
Ｌゼミでは平成25年度の問題をベースにしつ
つ、特許を受ける権利の帰属に関する演習も
行えるような設問を追加しています。
また、平成25年度本試では職務発明の基本
的な趣旨が問われましたが、Ｌゼミでは平成27
年度改正に係る35条３項の趣旨を問い、過去
問とＬゼミを併せて学習することで、基本、応用、
法改正に対応できる実力を育成できます。

設問３は事例を大きく変更し、拒絶対応のテン
プレート演習を行える問題としています。

本試験問題では、問題文中に「発明Ａ」が職務発明であ
ることが明示されているのに対し、Ｌゼミでは職務発明
の認定から行う問題に改変しています。35条1項の要
件検討は職務発明に関する問題対応の基本であり、こ
の点をおろそかにして過去問にあたっても効果は高く
ありません。Ｌゼミは過去問を重視しつつ、論文の「定
石」の習得ができるような問題を出題します。

※特実7～10の回の問題は本試験同様の2問構成となります。

「弁理士としてどう考えるか」をつねに意識しつつ、
試験に出やすい知識を優先的に学習！

新宿エルタワー本校　馬場クラス

Profile●2002年弁理士登録。弁理士となる前から講師として受験指導やIT資格の講義等を行う。モットー
は「受講生の負担を減らす」こと。そもそも何故その規定があるのか？と原則から条文を理解することにより
記憶に頼らない勉強法を伝授。一つのキーワードから複数の条文を魔法のように操る条文の魔術師。馬場 信幸 LEC専任講師

1,000問以上を解いた末に辿り着いた
究極の答案構成術を伝授します！

水道橋本校　水﨑クラス

Profile●大学理工系学科を卒業後、エンジニアを経て弁理士試験に合格。特許事務所に勤務。出願、審判、裁判の
他、企業向けセミナー、公的機関での相談員など、幅広く従事。入門講座、短答、論文、口述の各講座を経てＬゼミを担
当。そのきめ細かな指導には定評があり、毎年多くの悩める受験生を合格へと導いている。水﨑 慎 LEC専任講師

必要なことは「題意を的確に読み抜く」こと！
どんな試験傾向にも立ち向かえる力を付けられます！

Zoom受講　西田クラス

Profile●教育業界にて教職に就いた後、企業内弁理士を経て、現在、特許事務所にて知的財産に関する業務全般
に従事。LECでの講師歴は16年。「Lゼミ」以外にも論文対策講座を多数担当し、多くの受講生を合格へと導いている。
受験生の悩みを一つでも多く解消し、受験に専念できる環境を提供することをモットーとする。西田 憲孝 LEC

専任講師

ゼミは講師との相性が重要な要素です。
どの講師もあなたの個性を活かした指導をしていきますが「この教え方なら
いける！」と思える講師とともに、来年度の論文合格を目指しましょう！ 
Webでは各講師による指導方針紹介動画を配信します。

真の意味で本試験に近い採点＆熱血指導で、
得点に直結する論文作成力を養成します！

梅田駅前本校　江口クラス

Profile●大阪大学基礎工学部大学院修了。1991年弁理士試験合格。1998年米国弁理士試験合格。1992年より
出願等の権利取得からライセンス、係争事件、外国訴訟など多様な実務経験を積む。又、弁理士受験指導にも30年
以上従事。豊富な実務経験と長年の受験指導経験に裏付けられた熱意溢れる講義により最終合格者を多数輩出。江口 裕之 LEC専任講師

「運頼み」で本試験に臨ませないために、
問題読解力を含めた実戦力の養成を図ります！

名古屋駅前本校　加藤クラス

Profile●令和3年度弁理士試験合格。弁理士として特許事務所で実務に従事する傍ら、LEＣで弁理士試験の受験
指導に携わる。近年の本試験を受験した経験に基づいた、受験生により近い立場からの指導が魅力。受講生との信
頼関係を重視した真摯な指導のもと、合格の実現をゼミ生と共に目指します。加藤 晃二 LEC

専任講師

答案はWeb提出、講義はZooｍで視聴
なので、遠方の方でも受講可能

LEC弁理士　Lゼミ
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